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米国シアトル市の景観デザイン協議にむけての地域社会への早期の情報提供制度に関する
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The City of Seattle, U.S.A., has operated “the Early Community Outreach for Design Review” since 2018. The purpose 
of this paper is to clarify the characteristics of this program through understanding the relationship between the 
community’s opinions and the existing condition of the completed projects. The research methodology consists of 
analysis of information from the city's website and the city officer, interviews with academic experts, and field survey 
on the several projects developed based on this program. The results of the survey revealed that this program has been 
designed in such a way that a wide variety of information communication methods are set in the outreach rules, and 
appropriate outreach methods can be selected depending on the information literacy of local communities in order that 
there is no inequity in information dissemination among communities in the city. 
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1. はじめに

日本では大型都市開発事業を含み、非法定の段階では、計画に

よって大きな影響を受けうる関係者や周辺住民が、計画内容を議

論する場がないことが大きな問題として指摘されてきた 1)。この

ように新規開発の情報が十分に伝達されぬまま、開発が進められ

る傾向がある。景観上重要な地区内での開発では、自治体によっ

ては条例レベルでの景観デザイン協議の仕組みが創設されてお

り、協議のプロセスにおいて、事業者が開発に関する説明会を景

観まちづくり団体や住民を対象に開催することがあるが、計画段

階ではなく設計段階に開催されるものであり、計画段階、つまり

早期に周辺住民や地域団体が開発の情報を得ることは稀である。

このように、周辺住民が開発について早期に情報を得る機会がな

く、開発の設計段階での住民の意見の中には、事業者が設計に反

映させることが困難な意見が含まれる。住民が主体的に地域を管

理し、まちを持続させていく動き(エリアマネジメントやまちづく

り)を促進するには、住民や地域団体が開発情報を知る機会を早期

に設ける方がよいと、筆者は考えている。 

以上の背景から、本稿では地域社会(1)への情報公開を早期に行

っている米国シアトル市の制度を研究対象とする。シアトル市は

デザインレビューという、開発に対してデザインを協議・審査す

る仕組みを運用しており、地域社会向けの公開会議を実施しなけ

れば、市からの開発許可が出ない。この仕組みにより、地域社会

が開発情報を得る機会が設定されている。2018年より、シアトル

市ではデザインレビューのためのアウトリーチ制度(Early 

Community Outreach for Design Review)（以降、アウトリーチ制度と

表記する。）の運用が始まった。これはデザインレビューより前に、

地域社会に開発情報を伝え、意見を得られる仕組みである。 

本稿では、アウトリーチ制度の概要の整理と、アウトリーチを

経た開発について、アウトリーチで得られた地域社会からの意見

と竣工済みの建築物の状況の把握を通して、アウトリーチ制度の

特徴等について考察することを目的とする。本稿で得た知見は、

日本での開発情報を地域社会へ伝達する方法の工夫に関する検

討や、開発を通して住民が地域との関わりを形成していく方法の

検討に役立つと考えられる。 

研究方法は、シアトル市のホームページ調査と市担当部署への

書面調査、学識経験者へのヒアリング調査、アウトリーチを受け

た開発についての現地調査である（表-1）。 

シアトル市のデザインレビューに関する研究は、鶴田 2)らがレ

ビュー制度の運用の仕組みや特性等を、堀 3)らは、建物ボリュー

ムコントロールの視点でのデザインレビュー制度の運用の実態

と課題を、栗山 4)はレビュー制度で得られた地域意見の建築物の

デザインへの反映状況や2回の審査・協議（計画段階・設計段階）

【表-1】アウトリーチ制度に関する調査の概要
調査

No. 
調査内容 回答者と実施時期 

1 シアトル市ホームペー

ジ6)7)の記載内容の整理。 
筆者が整理を担当。 
2022年7月～2024年2月。 

2 制度内容や情報伝達方

法に関する情報収集。 
メールによる質問表の

送付。 

シアトル市 Dept. of Neighborhoods, 
戦略アドバイザー。 
2022年11月18日に回答を得た。 

3 制度に関する情報収集。

学識経験者へのヒアリ

ング調査。 

University of Washington、建築・都市

計画・造園系の教員4名。 
Jeffrey Karl Ochsner 氏, Jeff Hou 氏, 
Ken Oshima氏, Dan Abramson氏。

2022年11月28日に個別にヒアリ

ング。 
4 アウトリーチを経た 

開発事例の外観調査。 
2022年11月26日～28日。 
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での地域社会の意見の変化を明らかにしている。また坂口ら 5)は

近隣計画の策定時に地域社会への情報を早めること（アウトリー

チ）によって、地域的公共性を獲得できることに言及している。

本稿は、2018年に始まったデザインレビュー制度のためのアウト

リーチに関して、地域社会への情報伝達方法に着目し考察する点

が本稿の独自性である。 

本稿は、1章で、研究の背景、目的、方法、位置づけ、構成を述

べたのち、2章でアウトリーチ制度の概要を整理する。3章では、

アウトリーチを経て竣工された建築物3事例について、アウトリ

ーチの方法と地域社会の意見を把握し、建築物への反映状況を考

察する。4 章は以上をとりまとめて、アウトリーチ制度の特徴等

について考察する。 

 

2. デザインレビューに向けてのアウトリーチ制度の概要 

 市ホームページに記載の内容を整理した調査 16)7)と調査 2 の内

容をふまえ、アウトリーチ制度の情報を整理して述べる。 

2.1 制度の目的、対象の建築物の規模、申請者の義務 

このアウトリーチ制度はデザインレビューにかかる開発情報を、

地域社会へ早期に提供するもので、2018 年 7 月 1 日に施行され

た。デザインレビュー制度の管轄が、建設・検査の部署（Department 

of Construction and Inspections）であるのに対し、アウトリーチ制度

は、地域部署（Department of Neighborhoods）が管轄である。 

アウトリーチ制度の目的は２つ設定されている。１つは開発の

計画段階で、計画内容を地域社会へ早期に通知すること、もう１

つは、申請者（開発の事業者や設計者。以降申請者と表記を統一

する。）が地域社会に、開発に関して対話する機会を提供すること

である。シアトル市の許認可プロセスの一環としてデザインレビ

ューを受ける新築の建築物は、アウトリーチ制度の対象となる。

建築物の規模は、8,000 平方フィート（約 743.22 ㎡）以上の集合

住宅、商業施設、複合施設、および、5,000平方フィート（約464.51

㎡）以下の小規模住宅開発プロジェクト等がアウトリーチ制度の

対象となる。 

開発業者は、アウトリーチ制度に基づく活動を完了しなければ、

開発の建築許可の申請を出すことができないため、調査 2 より、

本制度によって開発完了までの時間が長くかかるようになった

という情報が得られた。申請者は、アウトリーチで得られた地域

社会からの意見を、シアトル市の建設・検査部署へ報告すること

が義務付けられており、デザインレビューのEarly Design Guidance

（計画段階協議）の最終版の資料には、アウトリーチで得られた、

設計に関する地域社会の意見の要約を含めなければならない。申

請者と地域社会との協力的な関係づくりは奨励されるが、地域社

会からの具体的な意見を設計に取り入れる必要はなく、デザイン

審査に関係のない住民意見については申請者の裁量で、地域社会

へ直接回答ができると、ルール 7)上で決められている。 

2.2 計画内容を地域社会へ伝達する方法 

申請者が計画内容を地域社会へ提供する方法は、紙媒体、デジ

タル、対面の３種類がルール 7)で設定され、各方法では、インパ

クトの大きい方法と多方面からアプローチする方法が設定され

【表-2】シアトル市アウトリーチ制度における地域社会への情報伝達方法（参考文献7）を筆者が翻訳） 
 インパクトの大きい方法 多方面からアプローチする方法 

１ 

紙
媒
体 

a. 建設予定地から半径約 500 フィート以内の住宅および企業に戸別

訪問用のファクトシートまたはチラシを配布する。 

b. 建設予定地から約半マイル以内にある、地元の企業、コミュニティ

センター、その他一般の人がアクセスできる場所に、最低10 枚のポ

スターを掲示すること。ポスターの少なくとも半分は、歩道から見え

るものでなければならない。 

a. 地元へのニュースレターに広告または記事を出す。 

b. 歩道から見える敷地内に看板を掲出する。 

２ 

電
子
的
／
デ
ジ
タ
ル 

a. オンライン調査の実施。 

b. 開発プロジェクトに関する直電話の設定（情報提供とボイスメー

ル）。 

c. 相互やり取りが可能な開発プロジェクトに関するホームページの

開設（パブリックコメントを受け取る機能付き）。 

a. 開発プロジェクトに関する基本的なホームページの開設する。 

b. シアトル市地域部署 (Department of Neighborhoods) が特定した地域団

体を含んだメーリングリスト宛にメールを送信する。 

c. 地元の情報を掲載するブログやデジタルのニュースレターに、開発プ

ロジェクト申請者へ直接意見を提出する方法を掲載する。 

３ 

対
面 

a. シアトル市地域部署 (Department of Neighborhoods) が特定した代

表者が所属する地域団体と直接話す。 

b. 開発プロジェクトについてのガイド付きツアーまたは現地訪問を

実施する。 

c. コミュニティ・ミーティングを主催または共催する。（少なくとも

1時間、プロジェクトに関するプレゼンテーション／ディスカッショ

ンを行う。） 

a. 開発プロジェクトの敷地の近くの事業所、コミュニティ・センター、

またはその他の場所で、事前予約なしに話せる時間を設定する。 

b. 開発プロジェクトの敷地の近くで、申請者によるポップアップイベン

トを開催する。 

c. 地域のイベントやお祭りで、開発プロジェクトに関して相談や住民と

話のできるテーブルを設置する。 

d. 地域団体の定例の会合でプレゼンテーションを行う（議題として 20

分以上、開発プロジェクトについて説明する）。* 

e. 開発プロジェクトの建設予定地から半径約 500 フィート以内の住宅

及び事業所への戸別訪問もしくは聞き込み調査。 

*住宅局を通じて補助金を受けているアフォーダブルハウジングの場合は、3-dの方法（対面で、多方面からアプローチする方法）を、インパクトの大き

い方法とみなせる場合がある。理由は、補助金のプロセスで、追加的かつ継続的に対面での地域社会への働きかけを行うことが義務付けられているため

である。 
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ている（表-2）。申請者は、最低１種類のインパクトの大きい方法、

もしくは、最低２種類の多方面からアプローチする方法を選択し

なければならない。インパクトの大きい方法は、多方面からアプ

ローチする方法よりも、多くの人々に情報が直接届く可能性が高

く、開発に関して有意義な意見を募ることができる方法である一

方で、多方面からアプローチする方法は、インターネットへのア

クセスや各方法の利用状況が人によって異なるため、多くの人々

に情報が届く可能性は低いと設定されている。 

2.3 Equity Areasの設定 

米国では歴史上、計画段階における公平性（equity）はあまり考

慮されておらず、現在一部の自治体では、低所得の有色人種が集

中するEquity Areas（またはEquity Focus Areas）に対して、良好な

生活の質を支援する雇用、交通、教育、医療、行政サービスなど

の資源と機会へのアクセスの改善を重点的に取り組んでいる 8)。 

シアトル市の本制度では、Equity Areasという公平性を保つため

の地域が設定されている。下記の３つの条件のうち、少なくとも

２つの条件について、国勢調査の平均値が市全体の平均値より高

い地域を、Equity Areasと指定している。１つめは限定的な英語能

力で、英語が得意ではない世帯の割合である。２つめは有色人種

の割合で、人口に占める非ヒスパニック系白人の割合である。３

つめは所得で、貧困レベルと言われる所得の２倍未満の所得をも

つ人口の割合である。つまり Equity Areas は、歴史的にも社会的

にも情報を得るのに不利な条件を抱えている人が多いとみなさ

れた地域である。申請者は、シアトル市の地域部署の協力を得て、

アウトリーチの実施計画を、文化的に配慮し、地域のニーズに合

わせてカスタマイズすることを求められる。 

 

3. アウトリーチを経た開発事例についての現地調査 

3.1 調査対象の選定 

アウトリーチを経て竣工された建築物の状況を現地で調査を

するため、2022年8月時点で確認できた事例を調査対象候補とし

た。対象事例の選定プロセスは下記の通りである。 

①シアトル市地域部署のホームページで公開されている、アウト

リーチの対象となる開発の概要を示すブログ 9)で情報を確認する。

その結果、776件であった。 

②シアトル市の建設・検査の部署が管理する、開発情報ホームペ

ージ 10)を確認し、開発情報が掲載されていない案件を調査対象か

ら外す。その結果、571件であった。 

③開発情報ホームページ 10)を確認し、建築許可が下りていない案

件を調査対象候補から外す。その結果、166件であった。 

④Google Street View で、各案件の開発敷地を確認する。Google 

Street Viewに記載された写真年月から、現地調査を実施する2022

年11月までに竣工済み、もしくは、竣工済みと予測した案件に限

定する。さらに、アウトリーチ資料とデザインレビュー資料の両

方が揃っている案件に限定する。その結果26件となった。 

⑤開発規模、用途、開発敷地の立地の分布を考慮して、現地調査

【表-3】３事例の住民へのアウトリーチの方法と意見、現地調査の結果 
No. 用途 Equity 

Area 
インパクトの大きい
アウトリーチの方法 

多方面からアプローチする
アウトリーチの方法 

アウトリーチでの 
住民意見 

現地調査結果 

1 タウンハウス
(Townhouse) 

× ①紙：敷地から0.5マ
イル以内にポスター
を12か所掲出。 
②デジタル：オンラ
イン調査。2 件の回
答。 

③対面：地域団体の会合で
プロジェクトのプレゼンテ
ーションの実施。 

対面での意見19件。意見内
容は、光害、建物スケールの
不調和、壁面デザイン、樹木
の保全、外構の緑化、通りに
優しいデザイン、駐車場不
足の懸念、工事の時期や工
程、工事中の車への懸念。 

周辺は平屋建て、2階建ての住
宅が多い。 
本建物は 3 階建て 6 世帯のタ
ウンハウス。2つの分棟建物が
駐車場を取り囲む。 
道路境界線からセットバック
している。 

2 長屋タイプの 
集合住宅 
(Row house) 

× ①紙：敷地から500フ
ィート以内の世帯等
にフライヤーを郵
送。 
②デジタル：オンラ
イン調査。 
③対面：プロジェク
トの説明会を主催
（１時間）。 

－ オンライン調査の結果、地
域との関わり（住民か訪問
者か）、新規建物に対して重
要視する視点（価格、外観、
環境への配慮、地域への利
益の還元）と懸念（価格、外
観、既存建物やサービスの
喪失）の回答分布が示され
た。 
対面では駐車場不足の懸念
への意見が多い。住戸ユニ
ットの多さ、屋根の形、１階
壁面の素材の意見もあっ
た。 

主要幹線道路沿いの長屋型の
低層（3階）7世帯の集合住宅。
緑や自転車置き場等、外構を
丁寧に作っている。 
住民向けの駐車場が裏側の通
り沿いの敷地内に設置されて
いる。 

3 低所得者向けの
集合住宅 
(Affordable 
housing） 

〇 ①紙：地域団体経由
でフライヤー配布。 
敷地から 500 フィー
ト以内の世帯へ、プ
ロジェクトに関する
会合への招待状を郵
送。 
②デジタル：プロジ
ェクトに関する
Facebookを開設。 
オンライン調査の実
施。 
電話での意見聴取。 
③対面：開発プロジ
ェクトの会合を 2 回
主催。 

②デジタル：プロジェクト
に関する会合の日程を
Facebookに掲載。 
会合への招待メールの送
付。 
③対面：地域団体の定例会
合で、プロジェクトのプレ
ゼンテーションを実施。 

住宅価格の懸念。新業種が
入るか（商業希望）。外観。
コミュニティ向けの庭や遊
び場、照明の追加、自転車
道、パブリックアートに関
する意見があった。 

ライトレールの線路沿いに立
地。Othello 駅の近くの敷地に
立地する。 
正面の道路は幹線道路で交通
量が多い。裏側は戸建て住宅
地が広がる。 
エントランス前は、アート性
が高い公共空間になってい
る。 
1 階テナント部には店舗が入
っていないため、近隣への影
響があまりないように見受け
られた。 
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対象件数をさらに限定する。以上より、8 件を最終の現地調査対

象として選定した。 

2022 年 11 月に現地調査した結果、大規模開発の 2 件が工事中

で、6 件は竣工済みであった。調査できた 6 件のうち、アウトリ

ーチで地域社会からの意見が多く確認できる事例が、アウトリー

チ方法の特徴がとらえやすいという理由から、本稿では3事例に

ついて述べる。開発概要とアウトリーチの内容、現地調査の結果

を表-3に示す。 

3.2 事例1：タウンハウス 

 Central Area 地域のデザインガイドラインの対象エリア内に立

地するタウンハウス(2)（Townhouse buildings）（写真-1）で、周辺に

は低層戸建て住宅が多く立ち並んでいる。 

 アウトリーチでは、インパクトの大きい方法として、ポスター

掲示とオンライン調査の２種類、多方面からアプローチするアウ

トリーチ方法として、対面での開発に関するプレゼンテーション

を実施している。対面アウトリーチの際に、地域社会から多くの

意見が出ている（表-3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真-1】事例１：タウンハウスの外観 

3.3 事例2：長屋タイプの集合住宅 

 Greenwood 地域のデザインガイドラインの対象エリア内の主要

幹線道路沿いに立地する、長屋タイプの集合住宅(2)（Rowhouse 

building）である（写真-2）。インパクトの大きいアウトリーチ方法

を３種類も実施している。オンライン調査では、回答者の地域と

の関わり度合い（近隣住民か、働くためにこのエリアに来ている

人か）、新規建築物に対する重視する点や懸念等に関して、質問と

選択式の回答を設定している（表-3）。そのため、回答者の回答分

布がパーセント表示でわかりやすく表示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真-2】事例2：長屋タイプの集合住宅の外観 

3.4 事例3：低所得者向けの集合住宅 

 Othello地域のデザインガイドラインの対象エリア内で、ライト

レールの駅に近い、幹線道路沿いの敷地に立地する、低所得者向

けの集合住宅(2)（Affordable housing）である。Othello地域は、Equity 

Areas に入っていることから、市からきめ細やかなアウトリーチ

を実施するよう、申請者は求められるため、他の２事例と比較し

て、アウトリーチの実施の回数と実施方法の種類が多い（表-3）。

また、開発を説明する資料が多言語対応になっている。 

 アート作品のベンチがエントランス前に設置されており、アウ

トリーチで意見が出ていたパブリックアートが実現されていた

（写真-3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真-3】事例3：低所得者向け住宅のエントランス 

3.5 小括 

 今回調査した事例については、Equity Areasの性質の有無にかか

わらず、早期の情報提供と対話を通して、開発により起こりえる

懸念や課題を解決すべく、地域のデザインガイドラインをふまえ

て、より地域に調和した外観のデザインやボリュームなどが実現

されていた。また、地域への公共貢献としてアート作品の設置や、

周辺の歩道との接続部分の整備なども併せて配慮されていた。 

 

4. まとめ 

シアトル市のデザインレビューに向けてのアウトリーチ制度

は、市内の各地域社会で、情報伝達の不公平さが発生しないよう

に制度設計がなされているのが特徴といえる。 

アウトリーチの方法が、紙媒体、デジタル、対面の各種類に、

インパクトの大きい方法と多方面からアプローチする方法とい

う２種類が設定されており、申請者は開発案件の立地とその地域

社会の情報リテラシーの高さ・低さを考慮して、最低１種類のイ

ンパクトの大きい方法、もしくは、最低２種類の多方面からアプ

ローチする方法という最低条件を満たせば、アウトリーチ方法を

申請者の裁量で選択できることが大きな特徴である。 

もう１つの特徴は、情報を取得するのに不利な条件の住民が多

く集まっている地域をEquity Areaと設定し、これらの地域でのア

ウトリーチは、市の地域部署の助言・協力を得て、多言語対応の

資料づくりや多種類のアウトリーチ方法を、数多く実施するなど、

丁寧なアウトリーチ計画の立案と実施を、申請者に義務付けてい

る点である。これは、情報リテラシーが低いとみなされる地域社

会に対しても、市としては公平に情報を伝達しようとする意図が
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感じられ、Equity Areaと多種多様なアウトリーチ方法の設定はそ

の意図を実行に移すための工夫だと考えられる。 

アウトリーチで得られた地域社会からの意見を、設計に反映さ

せる義務は申請者にはないが、得られた意見を設計に役立てられ

る可能性はあるとシアトル市のホームページには記載されてい

る。市は申請者に対して、アウトリーチの実施と、地域社会へ提

供しなければならない開発情報の内容について、ルールを定めて

いるが、アウトリーチで得られた地域社会からの意見の活用に関

しては申請者の裁量に委ねられている。そのため、アウトリーチ

という手法そのものが、建築物のデザインの質の向上に直接的に

つながっているかの判断は困難である。よって、アウトリーチ制

度は、地域社会へなるべく公平に情報を早く伝え、申請者と地域

社会がつながりを持つ機会の提供を重視した制度であると考え

られる。 

日本では開発情報が地域社会へ提供される時期は、建築物の配

置計画、平面計画、高さなどが確定している段階が多いため、住

民から意見を伝えても事業内容に反映させにくいことが多々あ

る。一方、シアトル市のアウトリーチは、デザインレビューの計

画段階協議の前、すなわち開発内容について検討中の段階で、地

域社会へ開発情報を伝達する。開発情報を早めに提供する機会を

設けることで、建築物のデザインに関係することも関係しないこ

とであっても、懸念、質問、コメントなど、地域社会と申請者と

の間で対話をしやすくなると推測する。 

本稿では、制度の概要の把握と、少ない事例でのアウトリーチ

での意見の把握に留まった。今後は、アウトリーチとデザインレ

ビューの両方の行政資料の読み取りを通して、デザインレビュー

の計画段階協議での地域社会からの意見が、アウトリーチの実施

によって質が変わるのかに関して、研究を展開できると考える。

例えば、アウトリーチの実施によって、地域社会は開発に関する

懸念が減り、デザインレビューではデザインに関する対話が多く

なっている可能性があると考えられる。 
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補注 

(1)本稿では、開発敷地の周辺住民と地域団体の両方を含んで、地

域社会という言葉で表記する。シアトル市のホームページで記

載されている、Community という言葉を地域社会と解釈した。 

(2)シアトル市の地域部署が管理する、アウトリーチにかかった案

件をとりまとめたブログには、開発案件の申請時の住所が記さ

れている。今回取り上げた事例の住所を記す。事例１から順に、

1641 22nd Ave.、7020 Greenwood Ave. N、6901 Marin Luther King Jr 

Way Sである。 
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